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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検眼眼底からの光束を受光素子により受光して眼底像を撮像する眼底撮像光学系と、
　被検者眼眼底における前記眼底撮像光学系の撮像範囲内において刺激領域と非刺激領域
が形成されるように網膜刺激光を照射する刺激光照射光学系と、
　前記刺激光照射光学系を制御して前記網膜刺激光を眼底に照射し、前記網膜刺激光の照
射後、眼底に光を投光せず、眼底から自発的に発せられる光を前記受光素子を用いて受光
し、前記受光素子からの出力信号に基づいて前記網膜刺激光の照射後の眼底像を取得する
撮像制御ユニットと、
　前記眼底撮像光学系により撮像された眼底像の輝度分布を解析して被検眼の視機能を計
測する演算手段と、
　を備えることを特徴とする視機能検査装置。
【請求項２】
　前記刺激光照射光学系は、刺激領域と非刺激領域が交互に形成されるように前記眼底上
の一部に前記網膜刺激光を照射することを特徴とする請求項１記載の視機能検査装置。
【請求項３】
　前記演算手段は、前記眼底撮像光学系により撮像された眼底像において前記刺激領域の
位置情報を取得し、前記刺激領域における相対的な輝度の変化を求めることを特徴とする
請求項２記載の視機能検査装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検眼の視機能を他覚的に検査する視機能検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、刺激光による網膜刺激前後の眼底像を取得し、これらの眼底像を演算処理して網
膜の内因性信号を抽出し、網膜機能を計測する装置が知られている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１３６３７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の装置の場合、刺激後の眼底像を得る際、眼底全体に照明光を照射
したときの反射像を撮像していたため、内因性信号には、照明光による刺激の影響が含ま
れていた。また、内因性信号を取得する場合、時間的な輝度変化を利用するしかなかった
。
【０００５】
　本発明は、上記従来技術を鑑み、眼底上における視細胞の感度を好適に評価できる視機
能検査装置を提供することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を備えることを特徴とする。
【０００７】
　（１）　
　被検眼眼底からの光束を受光素子により受光して眼底像を撮像する眼底撮像光学系と、
　被検者眼眼底における前記眼底撮像光学系の撮像範囲内において刺激領域と非刺激領域
が形成されるように網膜刺激光を照射する刺激光照射光学系と、
　前記刺激光照射光学系を制御して前記網膜刺激光を眼底に照射し、前記網膜刺激光の照
射後、眼底に光を投光せず、眼底から自発的に発せられる光を前記受光素子を用いて受光
し、前記受光素子からの出力信号に基づいて前記網膜刺激光の照射後の眼底像を取得する
撮像制御ユニットと、
　前記眼底撮像光学系により撮像された眼底像の輝度分布を解析して被検眼の視機能を計
測する演算手段と、
　を備えることを特徴とする。
　（２）　
　前記刺激光照射光学系は、刺激領域と非刺激領域が交互に形成されるように前記眼底上
の一部に前記網膜刺激光を照射することを特徴とする請求項１記載の視機能検査装置。
　（３）
　前記演算手段は、前記眼底撮像光学系により撮像された眼底像において前記刺激領域の
位置情報を取得し、前記刺激領域における相対的な輝度の変化を求めることを特徴とする
（２）記載の視機能検査装置。
 
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、視細胞の感度を好適に評価できる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。図１は本実施形態に係る視
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機能検査装置の光学系及び制御系について示す概略構成図である。図２は網膜刺激光とし
て眼底に照射する二次元パターン像の一例を示す図である。図３は網膜を刺激したときの
眼底像の一例を示す図である。なお、図番号は、参照番号であり、図示の構成に限定され
ない。
【００１０】
　本装置の光学系は、網膜刺激光として二次元パターン像を被検者眼Ｅの眼底Ｅｆ上に照
射する刺激光照射光学系１００と、眼底Ｅｆからの光束を受光素子２０６により受光して
眼底像を撮像する眼底撮像光学系２００と、を有する。導光光学系３００（例えば、ダイ
クロイックミラー、対物レンズなど）は、照射光学系１００の光を眼底に導光し、眼底か
らの光を撮像光学系２００に導光する。
【００１１】
　演算制御部８０は、照射光学系１００を制御してパターン像を眼底Ｅｆに投影する。ま
た、演算制御部８０は、撮像光学系２００を制御して受光素子２０６からの出力信号に基
づいて眼底像を取得する。
【００１２】
　例えば、照射光学系１００は、光源１０２から出射された光の進行状態を制御する光制
御デバイス１０４（例えば、マイクロミラーデバイス、液晶パネル）を有し、演算制御部
８０は、光制御デバイス１０４を制御して、眼底Ｅｆ上にパターン像を照射する。また、
照射光学系１００の光路中において、パターン像に対応する開口が形成された遮光板が配
置された構成であってもよい。
【００１３】
　撮像光学系２００は、眼底からの光束を受光素子２０６に入射させる受光光学系を備え
る。例えば、撮像光学系２００には、眼底からの光束の進行方向を変化させる光スキャナ
２０４が配置される。光スキャナ２０４には、例えば、ガルバノミラー、ポリゴンミラー
、マイクロミラーデバイス、音響光学偏向素子などが考えられる。このような場合、受光
素子２０６として、例えば、単一の受光面を持つ受光素子（ラインスキャンの場合、一次
元ＣＣＤが用いられる）が設けられる。なお、光スキャナを用いず、二次元撮像素子を用
いて眼底像を取得してもよい。また、撮像光学系２００に、液晶パネルが設けられる場合
も有りうる。
【００１４】
　撮像光学系２００は、刺激光の照射後、眼底に照明光を投光せず、刺激光により眼底か
ら自発的に発せられる光を受光する。これにより、眼底像を得る際に網膜が刺激されない
ので、刺激光による反応が精度良く検出される。撮像光学系２００には、所定の波長の光
を選択的に透過する光フィルタが適宜配置される。
【００１５】
　眼底に投影される指標について、例えば、図２（ａ）の縦縞パターン、図２（ｂ）の多
重リングパターンなどの幾何学模様のような指標が投影される。また、自覚視力検査に用
いられる検査視標（例えば、ランドルト環）などが投影されるようにしてもよい。すなわ
ち、眼底Ｅｆにおける撮像光学系２００の撮像範囲に対応する領域において、刺激領域と
非刺激領域が形成されるように眼底上の一部に刺激光が照射される。
【００１６】
　また、投影視標は、時間的に変化する動的指標であってもよいし、静的な指標であって
もよい。動的指標の場合、指標の位置、色、明るさ、形状などが時間的に変化される。例
えば、指標の明暗が交互に変更され、又は指標の投影位置が順次変更される。指標は、連
続的又は段階的又は断続的に変化される。これにより、眼底Ｅｆ上における刺激光の照射
領域と非照射領域が時間的に変化される。この場合、撮像光学系２００による撮像範囲に
対応する眼底領域に刺激光が照射されるように投影位置が制御されることにより、結果的
に広範囲の検査が可能となる。
【００１７】
　刺激光の照射波長が制御され、指標の色が変化されることにより、ある波長に感度を有
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する特定の視細胞への刺激が可能となる。例えば、赤色光が照射されると、赤色に感度を
持つ細胞（長波長錐体）が刺激される。この場合、光源２０２として、各波長に対応する
光源がそれぞれ配置される。もしくは白色光と波長選択フィルタの組み合わせにより指標
の色が設定される。
【００１８】
　刺激光の照射光量が制御され、指標の明るさが変化されることにより、明るさの変化に
よる視細胞の反応の違いが計測される。また、視細胞の感度に応じて明るさが調整される
。例えば、反応が悪い視細胞領域において強い刺激光が照射されることにより、視細胞の
生死がより詳しく検査される。
【００１９】
　演算制御部８０は、撮像光学系２００により撮像された眼底像の輝度分布を解析して眼
Ｅの視機能を計測する。光制御デバイス１０４による刺激光の照射位置と光スキャナ２０
４による走査位置との関係は予め設定されており、撮像された眼底像における刺激領域の
位置情報（照射位置情報）と非刺激領域の位置情報が得られる。また、演算制御部８０に
は、上記光学系の構成に加えて、メモリ７２、操作部７４、表示モニタ７５、などが接続
されている。メモリ７２は、例えば、取得された眼底像を連続的に蓄積できる。操作部７
４は、検者の操作に応じた操作信号を出力し、例えば、眼底投影指標が設定され、又は、
刺激を経て眼底像を得るモードと刺激なしに眼底像を得るモードとの間でモードが切換え
られる。モニタ７５には、アライメント画面、視機能の検査結果などが表示される。
【００２０】
　例えば、演算制御部８０は、撮像された眼底像における刺激領域と非刺激領域の相対的
な輝度を求める。
【００２１】
　また、演算制御部８０は、眼底像を経時的に取得し、刺激領域における相対的な輝度の
変化を求める。また、演算制御部８０は、眼底像を経時的に取得し、非刺激領域における
相対的な輝度の変化を求める。
【００２２】
　演算制御部８０は、輝度の変化のある領域又は変化がない領域を特定する。このとき、
演算制御部８０は、例えば、時系列の輝度情報を解析する。例えば、輝度分布に関する時
系列の変化量、変化率、変化速度が計測される。例えば、演算制御部８０は、輝度レベル
を複数段階に分けてグラフィック表示し、異なる時間の輝度情報を同時に表示する（図３
参照）。
【００２３】
　図３は、図２（ａ）の縦縞パターンが刺激光として投影されたときの輝度分布の時間変
化を示す例である。なお、刺激光による自発蛍光は、数秒から数十秒間において発生され
る。図３において、ハッチングのピッチ数が多い部分（Ｈ１）は、通常の反応を示す領域
（Ｈｓ）に比べて輝度レベルが異常に大きい部分を示している。これは、眼疾患（例えば
、浮腫）により視細胞が大きく反応するような場合に生じる。
【００２４】
　一方、ハッチングのピッチが少ない部分（Ｈ２）は、通常の反応を示す領域（Ｈｓ）に
比べて輝度レベルが小さい部分を示している。これは、眼疾患（例えば、視野欠損）によ
り視細胞の反応が低い場合に生じる。
【００２５】
　また、ハッチングがない部分（Ｈ０）は、輝度レベルがゼロ又はバックグラウンドに近
い輝度であることを示している。これは、何らかの原因により視細胞が死んだ状態である
場合に生じる。
【００２６】
　演算制御部８０は、取得された眼底像における非刺激領域の輝度レベルを検出し、これ
を刺激領域の輝度レベルと比較する。これにより、刺激領域と非刺激領域との相対的な輝
度変化が検出される。すなわち、非刺激領域における輝度レベルは、網膜が刺激されてい
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ない領域の輝度レベルとして判断材料として利用されうる。
【００２７】
　また、刺激光領域で視細胞が反応したときの非刺激領域での視細胞の内因性信号の取得
に利用されうる。この場合、図２に示すように刺激領域と非刺激領域が交互に形成される
ような刺激光の場合、刺激領域に挟まれた非刺激領域での信号が得られる。なお、互いに
隣接する刺激領域と非刺激領域における輝度情報が比較されることにより、眼底のある部
分における局所的解析が可能となる。
【００２８】
　上記相対的な輝度変化について、正常眼における変化量がデータベースとしてメモリ７
２に予め記憶され、正常眼における変化量と眼Ｅの変化量とを比較され、比較結果が出力
されるようにしてもよい。また、演算制御部８０は、撮像された複数の眼底像に対して加
算平均などの画像処理を行い、画像のコントラストを改善するようにしてもよい。
【００２９】
　以上示したように、刺激領域と非刺激領域が形成されるように網膜刺激光を照射し、そ
の後、眼底から自発的に発せられる光を撮像光学系２００により受光することにより、一
枚の眼底像において網膜が刺激された領域と網膜が刺激されなかった領域の情報が取得さ
れる。このため、経時的に画像を取得しなくとも、視機能の他覚的検査が可能となる。
【００３０】
　＜マイクロミラーデバイス、若しくは液晶パネルの利用＞
　以下に、照射光学系１００及び撮像光学系２００の一例を示す。図４は眼底共役位置に
マイクロミラーデバイスを配置した場合の図である。照射光学系１００は、光源１０（レ
ーザダイオード、ＬＥＤなど）、コンデンサレンズ１２、マイクロミラーデバイス１４、
対物レンズ１６を備える。
【００３１】
　マイクロミラーデバイス１４は、半導体基板上においてマイクロミラーが数十万～数百
万単位で分離して配置されたものであり、各マイクロミラーがそれぞれ独立して駆動され
る。このとき、各マイクロミラーを駆動させる各駆動部に対して印加電圧が制御されるこ
とにより、マイクロミラーは光を所定方向に偏向させる。そして、演算制御部８０は、マ
イクロミラーデバイス１４の駆動を制御し、各マイクロミラーにおいて光源１０からの光
を眼底に導光するか否かを制御する。
【００３２】
　マイクロミラーデバイス１４の各マイクロミラーは、対物レンズ１６に関して眼底Ｅｆ
と略共役な位置に配置されている。ここで、各マイクロミラーの反射面が平らに配置され
た構成であってもよいし、眼底の湾曲形状に合わせて各マイクロミラーの反射面が湾曲に
配置された構成であってもよい。ここで、各マイクロミラーは眼底共役位置に配置されて
いるから、各マイクロミラーの反射角度の制御によって、眼底上における刺激光の照射位
置、照射パターンが直接的に任意に制御される。これにより、図２のような二次元パター
ンが眼底上に同時に投光され、網膜刺激が同時に行われる。また、各マイクロミラーの反
射角度が経時的に変化されることにより、刺激光として動的指標が眼底に投影される。
【００３３】
　撮像光学系２００は、対物レンズ１６、マイクロミラーデバイス１４、ビームスプリッ
タ１８（例えば、ハーフミラー）、レンズ２０、ピンホール板２２、レンズ２３、受光素
子２４（例えば、ＡＰＤ：アバランシェフォトダイオード）を備える。
【００３４】
　刺激光の照射後、演算制御部８０は、マイクロミラーデバイス１４の駆動を制御し、各
マイクロミラーにおいて眼底からの光を受光素子２４に導光するか否かを制御する。そし
て、演算制御部８０は、マイクロミラーデバイス１４を用いて眼底からの光を二次元的に
制御し、眼底像を得る。例えば、Ｘ方向に並べられたミラーの反射角度が順次制御される
ことにより、眼底からの光を取得する位置がＸ方向に走査される。そして、Ｙ方向のある
位置に並べられたミラーの走査（主走査）が完了されると、Ｙ方向に関するミラーの制御
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位置が次の位置に変更される（副走査）。そして、Ｙ方向において次の位置に並べられた
ミラーに関して、同様に主走査が行われる。このようにしてＹ方向に関するミラーの制御
位置が上方向から下方向に順次変更されていき、１フレーム分の眼底画像が取得される。
そして、眼底像を連続的に取得する場合、上記動作が繰り返し行われる。
【００３５】
　なお、眼底像を取得した後の動作については、上記の手法と同様であるため、説明を省
略する。また、上記構成においては、マイクロミラーデバイス１４が照射光学系１００と
撮像光学系２００の共通光路に配置され、マイクロミラーデバイスが刺激光の照射制御と
眼底からの光の取得制御を兼用した。これにより、例えば、装置が小型化される。また、
刺激光の照射位置と眼底像との対応付けが容易となる。ただし、上記に限定されるもので
はなく、少なくとも刺激光の照射にのみマイクロミラーデバイスが利用されるようにして
もよい。
【００３６】
　図４は眼底共役位置に液晶パネルを配置した場合の図である。照射光学系１００は、光
源１０（レーザダイオード、ＬＥＤなど）、コンデンサレンズ１２、液晶パネル２６、対
物レンズ１６を備える。
【００３７】
　液晶パネル２６は、二次元的に画素（ドット）が配列されており、背後から入射される
光の遮光と透過が各画素毎に演算制御部８０によって制御される。液晶パネル２６の各画
素に対応する印加電圧が制御されることにより、遮光と透過が制御される。そして、演算
制御部８０は、液晶パネル２６の駆動を制御し、各画素において光源１０からの光を眼底
に導光するか否かを制御する。
【００３８】
　液晶パネルは、対物レンズ１６に関して眼底Ｅｆと略共役な位置に配置されている。液
晶パネルは、マイクロミラーデバイスと同様に、フラットな形状であってもよいし、湾曲
形状であってもよい。
【００３９】
　ここで、液晶パネルは、眼底共役位置に配置されているから、各画素の制御によって、
眼底上における刺激光の照射位置、照射パターンが直接的に任意に制御される。これによ
り、図２のような二次元パターンが眼底上に同時に投光され、網膜刺激が同時に行われる
。また、遮光／透過の位置が経時的に変化されることにより、刺激光として動的指標が眼
底に投影される。
【００４０】
　撮像光学系２００は、対物レンズ１６、液晶パネル２６、ビームスプリッタ１８（例え
ば、ハーフミラー）、レンズ２０、ピンホール板２２、レンズ２３、受光素子２４（例え
ば、ＡＰＤ：アバランシェフォトダイオード）を備える。
【００４１】
　刺激光の照射後、演算制御部８０は、液晶パネル２６の駆動を制御し、各画素において
眼底からの光を受光素子２４に導光するか否かを制御する。そして、演算制御部８０は、
液晶パネルを用いて眼底からの光を二次元的に制御し、眼底像を得る。例えば、Ｘ方向に
並べられた画素が順次制御されることにより、眼底からの光を取得する位置がＸ方向に走
査される。そして、Ｙ方向のある位置に並べられた画素の走査（主走査）が完了されると
、Ｙ方向に関する画素の制御位置が次の位置に変更される（副走査）。そして、Ｙ方向に
おいて次の位置に並べられた画素に関して、同様に主走査が行われる。このようにしてＹ
方向に関する画素の制御位置が上方向から下方向に順次変更されていき、１フレーム分の
眼底画像が取得される。そして、眼底像を連続的に取得する場合、上記動作が繰り返し行
われる。
【００４２】
　なお、眼底像を取得した後の動作については、上記の手法と同様であるため、説明を省
略する。また、上記構成においては、液晶パネル２６が照射光学系１００と撮像光学系２
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００の共通光路に配置され、液晶パネル２６が刺激光の照射制御と眼底からの光の取得制
御を兼用した。これにより、装置が小型化される。また、刺激光の照射位置と眼底像との
対応付けが容易となる。ただし、上記に限定されるものではなく、少なくとも刺激光の照
射にのみ液晶パネルが利用されるようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本実施形態に係る視機能検査装置の光学系及び制御系について示す概略構成図で
ある。
【図２】網膜刺激光として眼底に照射する二次元パターン像の一例を示す図である。
【図３】網膜を刺激したときの眼底像の輝度変化の一例を示す図である。
【図４】眼底共役位置にマイクロミラーデバイスを配置した場合の図である。
【図５】眼底共役位置に液晶パネルを配置した場合の図である。
【符号の説明】
【００４４】
　１４　マイクロミラーデバイス
　２６　液晶パネル
　８０　演算制御部
　１００　刺激光照射光学系
　２００　眼底撮像光学系
　２０６　受光素子

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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